
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

医
療
法
人
社
団
翔
風

会 

美
南
こ
こ
ろ
の

森
ク
リ
ニ
ッ
ク 

か
わ
い
眼
科 

医
療
法
人
あ
い
友
会 

あ
い
熊
谷
ク
リ
ニ
ッ

ク 上
福
岡
く
ろ
だ
内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク 

ふ
じ
み
野
整
形
外
科

内
科
骨
粗
鬆
症
ス
ポ

ー
ツ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
天
照

会 

新
座
こ
だ
ま
ク

リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

医
療
法
人
社
団
翔

風
会 

河
井 

信
一
郎 

医
療
法
人
あ
い
友

会 医
療
法
人
社
団
ラ

イ
ヴ
ィ
ス 

医
療
法
人
ホ
ミ
ネ

ス 医
療
法
人
社
団
天

照
会 開 

設 

者 

名 

吉
川
市
美
南
五
―
六
―
四 

桶
川
市
東
二
―
一
一
―
一
〇 

熊
谷
市
筑
波
二
―
四
八
―
一 

熊
谷
大
栄
ビ
ル
二
階 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一
―
七
―

五 ふ
じ
み
野
市
大
井
武
蔵
野
一
四

三
七
―
七 

新
座
市
栗
原
五
―
六
―
一
二 

第
一
光
進
マ
ン
シ
ョ
ン
二
〇
一

号
室 

所 
 

在 
 

地 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
二

月
一
日 

令
和
五
年
十
二

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

指

定

年

月

日 



さ
く
ら
薬
局 

美
原

店 セ
キ
薬
局 

鴻
巣
栄

町
店 

草
加
新
田
デ
ン
タ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク 

Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｔ

Ａ
Ｌ 

Ｏ
Ｆ
Ｆ
Ｉ
Ｃ

Ｅ 

志
木
駅
前
院 

新
座
き
り
ん
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 

ひ
の
き
や
ま
デ
ン
タ

ル
ク
リ
ニ
ッ
ク 

西
所
沢
ぷ
り
べ
ん
と

歯
科
・
矯
正
歯
科 

キ
ノ
メ
デ
ィ
ッ
ク
ク

リ
ニ
ッ
ク
蕨 

熊
谷
ロ
イ
ヤ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
昌
美

会 

上
尾
ハ
ー
ト
ク

リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
瞭
昌
会 

松
村
医
院 

株
式
会
社
ト
ー
タ

ル
・
メ
デ
ィ
カ
ル

サ
ー
ビ
ス 

株
式
会
社
セ
キ
薬

品 嶋
宮 

佑 

中
村 

彩
華 

医
療
法
人
社
団
グ

ッ
ド
ス
マ
イ
ル 

医
療
法
人
Ｃ
．

Ｐ
．
Ｐ
． 

和
田 

剛
知 

木
暮 

一
成 

医
療
法
人
藤
和
東

光
会 

医
療
法
人
社
団
昌

美
会 

医
療
法
人
瞭
昌
会 

 

松
村
医
院 

 

所
沢
市
美
原
町
二
―
二
九
六
五
―

二
六 

鴻
巣
市
栄
町
七
―
一
八 

草
加
市
金
明
町
四
一
七
―
五 

新
座
市
東
北
二
―
三
〇
―
二
〇
キ

ャ
メ
ル
ビ
ル
四
階 

新
座
市
野
火
止
五
―
二
―
五
八 

一
階 

新
座
市
東
北
二
―
三
五
―
八
ウ
ィ

ッ
チ
メ
ゾ
ン
一
階 

所
沢
市
上
新
井
一
―
二
三
―
一 

Ｋ
プ
ラ
ザ
一
〇
二
号
室 

蕨
市
北
町
二
―
六
―
一
二 

一
Ｆ 

熊
谷
市
箱
田
六
―
四
―
四 

上
尾
市
春
日
一
―
四
―
二
二 

春
日
部
市
六
軒
町
五
四
九 

令
和
五
年
十
二

月
一
日 

令
和
五
年
十
二

月
一
日 

令
和
五
年
十
二

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
月

一
日 

令
和
五
年
十
一

月
二
日 

令
和
五
年
六
月

十
日 



   

み
ど
り
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

Ｓ
ｈ
ｉ
―
ｎ
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

ク
オ
ー
レ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

あ
か
り
訪
問
看
護
リ

ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン リ
プ
ラ
ス
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
上
尾 

あ
い
ず
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
上
尾
中

央 訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
い
つ
き
伊
奈 

白
岡
ス
マ
イ
ル
薬
局 

南
山
堂
薬
局
志
木
店 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
富

士
見
ふ
じ
み
野
東
店 

Ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ
株
式

会
社 

株
式
会
社
ｆ
ｕ
ｎ

ｎ
ｙ 

ク
オ
ー
レ
合
同
会

社 メ
デ
ィ
ケ
ア
ク
ラ

ウ
ド
株
式
会
社 

セ
ン
ト
ケ
ア
・
Ｒ

ｅ
ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
株
式

会
社 

株
式
会
社
Ｖ
Ｉ
Ｂ

Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｔ 

Ｊ
Ａ

Ｐ
Ａ
Ｎ 

株
式
会
社
ハ
ー
ト

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ 

株
式
会
社
エ
ア
リ

ー
フ
ァ
ー
マ
シ
ー 

株
式
会
社
南
山
堂 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局

株
式
会
社 

蓮
田
市
馬
込
一
―
三
〇
八
ド
ム
ス

壱
番
館
一
〇
三
号
室 

深
谷
市
武
蔵
野
二
四
二
九
―
二 

深
谷
市
上
柴
町
東
五
―
四
―
一
一 

熊
谷
市
妻
沼
二
一
九
一 

上
尾
市
東
町
三
―
一
九
七
九
―
六 

ヴ
ィ
ア
・
シ
テ
ラ
上
尾
水
上
公
園 

 
 

 
 

 

一
〇
二
号 

上
尾
市
上
町
一
六
―
二
落
合
ビ
ル

二
階 

北
足
立
郡
伊
奈
町
寿
三
―
一
九 

こ
と
ぶ
き
マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇
二 

白
岡
市
西
一
―
三
―
八 

新
座
市
東
北
二
―
三
五
―
一
九 

ｏ
ｒ
ｉ
ｉ
ｒ
ｏ
志
木
一
階
Ｂ
号
室 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
東
三
―
九
―

一
〇 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
九
月

一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
月

一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
十
二

月
一
日 

令
和
五
年
十
二

月
一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

増
田 

拓
哉 

根
岸 

弘
樹 

松
江 

教
雄 

髙
荷 

優
希 

高
杉 

知
樹 

酒
井 

健
吉 

古
川 

敬
子 

氏 
 

名 

       
住 

所 

ひ
い
ら
ぎ
治
療
院 

ベ
ス
ト
治
療
院 

鴻
巣
店 

松
江 

教
雄 

友
仁
治
療
院 

た
か
す
ぎ
鍼
灸
治

療
院
・
接
骨
院 

健
吉
堂
接
骨
院 

狭
山
東
口
駅
前
接

骨
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

三
郷
市
中
央
一
―
九
―
五

〇
四 

鴻
巣
市
鎌
塚
一
八
一
六
―

三 新
座
市
栗
原
三
―
一
一
―

九 深
谷
市
国
済
寺
三
五
八
―

四 坂
戸
市
千
代
田
二
―
六
―

五
六 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
一
二
三
八
―
一
モ
デ
ラ

ー
ト
一
〇
一 

狭
山
市
祇
園
二
四
―
二
一 

甲
田
ビ
ル
Ｃ
棟
一
Ｆ 

所 

在 

地 

令
和
五
年
十
二

月
十
一
日 

令
和
五
年
十
一

月
十
五
日 

令
和
五
年
十
一

月
十
六
日 

令
和
五
年
九
月

一
日 

令
和
五
年
十
一

月
二
十
三
日 

令
和
五
年
十
一

月
一
日 

令
和
五
年
四
月

一
日 

指

定

年

月

日 


